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べるびゅー大栄 デイサービス楽園重要事項説明書 

                                     令和6年6月1日現在 

１．当事業所の概要 

事業所の名称 べるびゅー大栄 デイサービス楽園 

郵便番号 

所在地 

電話番号/FAX番号 

 〒689-2208 

 鳥取県東伯郡北栄町六尾２００５番地 

 電話番号 0858-37-6655    FAX番号 0858-37-6656     

当事業所の責任者  砂原 博士 

開設年月日  2008年9月1日 

保険事業者指定番号 
通所介護（指定事業所番号3171400801） 

第１号通所事業（通所型サービス（独自）） 

 

２．指定通所介護事業の概要 

  運営方針 

（１）要介護状態にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護・その他生活全

般にわたる援助及び機能訓練などを行う。 

（２）事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスを提供する事業者

等との綿密な連携を図り、総合的なサービスが提供されるよう、常に公正中

立な援助に努める。 

営業日 月曜日～土曜日の毎日  

ｻｰﾋﾞｽ提供時間（営業時間） 午前９時００分～午後１７時００分まで（午前８時３０分～午後１７時３０分まで） 

施設の概要 
食堂兼機能訓練室合計140㎡、静養室8㎡ 

浴室24㎡、相談室2室合計45㎡、厨房合計20㎡ 

防犯防災設備 

避難設備等の概要 

自動火災報知機・消火器・誘導灯・ガス漏れ検知器 

※消防計画を有します。利用者を含めた総合訓練を年１回以上行う。 

サービス提供地域 倉吉市及び東伯郡全域 

利用定員 30人 

 

３．当事業所の職員体制 

職種 職務内容 員数 兼任 

管理者 従業者管理及び業務の管理を一元的に行う 1名 生活相談員兼務 

生活相談員 相談援助等の生活指導を行う ２名以上 
内１名は管理者兼務 

内１名は介護職員兼務 

機能訓練指導員 機能訓練を行う 1名以上 看護職員兼務 

看護職員 健康管理を行う 2名以上 
内１名は機能訓練指導

員兼務 

介護職員 必要な日常生活上のお世話を行う ４名以上 
内１名は生活相談員兼

務 

 

４．サービスの内容 

１．生活指導（相談援助等） ２．機能訓練（日常動作訓練） ３．介護サービス ４．健康状態の確認 

５．送迎 ６．食事の提供 ７．入浴介助 ８．レクリエーション 

９．その他必要な介護  

 



  

５．サービスの利用に当たっての留意事項 

送迎時間 

送迎時間、車椅子での乗車の有無などご希望がありましたら、事前にお伝えください。

利用定員、交通事情等の都合により、ご希望通りにならない場合もあります。送迎は家

の前までとさせて頂きます。 

体調不良等による 

サービスの中止・変更 

午前中の健康チェックで体調不良の場合はご利用の中止や入浴などを取り止めさせてい

ただくことがあります。 

時間変更 
ご利用者のご都合でサービスの利用時間を変更される場合は前日までにご連絡くださ

い。 

設備、器具の利用 
施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

外出 
歩行訓練を兼ねた外出を行うことがありますが、希望されない場合は、契約時にご相談

ください。 

 

６．利用料金（別表１） 

 （１）介護保険利用の利用料金 

要介護又は要支援認定を受けられ、法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた額

を負担頂きます。ただし、法定代理受領サービスに該当しないときは、全額をいったんお支払いいただきま

す。要支援または要介護の認定を受けた後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払

い）。償還払いとなる場合、ご契約者保険料給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

提供証明書」を交付します。 

  

（２）昼食代等その他利用料金 

昼食代等その他利用料金については、別表の金額を介護保険利用料金と合算して徴収します。 

 

（３）介護職員の処遇改善費として介護報酬算定方式に基づき算出した額の１割を徴収します。 

 

（４）キャンセル料 

サービスの利用を中止した場合、キャンセル料は頂きませんが、ご利用日の当日１０時までにサービス 

利用中止のご連絡を下さい。 

 

（５）利用料支払期限と方法 

利用料の徴収については、次の方法より徴収します。 

□事業所への直接支払い 

□指定口座への振り込み 

□指定口座からの引き落とし 

尚、利用料金・費用は、翌月の２５日までの支払いとします。 

 

７．相談・苦情の窓口 

（１）ご相談や苦情などございましたら、当事業所の窓口又は下記までご遠慮なくお申出下さい。 

   連絡先  べるびゅー大栄 デイサービス楽園 

   電話番号 ０８５８－３７－６６５５         FAX番号 ０８５８－３７－６６５６    

   受 付  藤本 友美 

   受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

  

（２）外部苦情受付機関 

機関名  鳥取県福祉サービス運営適正委員会 

所在地  〒６８９－０２０１ 鳥取県伏野１７２９－５ 

電話番号 ０８５７－５９－６３３５    FAX番号 ０８５７－５９－６３４５        

 

 



  

８．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に利用者の身体状況に急変が生じた場合は、協力医療機関または主治医・家族と連絡を取り

ながらすみやかな対応を行います。 

 

主 治 医 
医 療 機 関名  

医 師 名  

電 話 番 号  

 

緊急連絡先１ 
氏 名  続柄  

住 所  

電 話 番 号  

携帯電話番号               

 

緊急連絡先２ 
氏 名   続柄          

住 所  

電 話 番 号  

携帯電話番号  

 

９．事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速

やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐた

めの対策を講じます。 

なお、当事業所の介護サービスにより、ご利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

いたします。 

 

１０．秘密の保持について 

（１）事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者及ご家族の秘密を漏らしません。 

（２）当該事業所の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を漏ら

しません。 

（３）事業所では、お客様の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、あ

らかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内でご利用者及びご家族の個人情報を用います。 

 

１１．第３者評価の実施状況 

実施日

評価機関名称

結果の開示

第3者による
評価の実施状況

有り

　　　　年　　　月　　日

中部総合事務所

有　　／　　無

　無し

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

令和  年  月  日 

以上、通所介護・第１号通所事業（通所型サービス（独自））の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に

基づいて、重要な事項を説明しました。 

                   事業所 

                   所在地    鳥取県東伯郡北栄町六尾２００５ 

                  名 称    べるびゅー大栄 デイサービス楽園           

                   説明者氏名                         印 

                     

 私は、本書面により事業者から通所介護・第１号通所事業（通所型サービス（独自））についての重要事項の

説明を受け、サービス提供開始に同意します。  

               

                   利用者   住所 

                              

氏名                      印 

 

                 家族（代理人）   住所 

                              

氏名                      印 

 



  

 

個人情報利用同意書 

 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用することに同意

します。 

 

記 

 

１ 使用目的 

（１）介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催される

サービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

（２）上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場合。 

（３）現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、

医師・看護師等に説明する場合。 

 

２ 個人情報を提供する事業所 

（１）居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所 

（２）病院又は診療所（体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合） 

 

３ 使用する期間 

サービスの提供を受けている期間 

 

４ 使用する条件 

（１）個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関

係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払う。 

（２）個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。 

 

 

令和   年   月   日 

 

事業所の名称  べるびゅー大栄 デイサービス楽園            

 

 

利用者    住所  

 

氏名                   印 

 

家族（代理人）   住所  

 

氏名                   印 

 

 

 

 

 

 

                          

 


